
新規・拡充事業

①事 業 名 法科大学院等専門職大学院の形成支援

②主管課及び （主管課）高等教育局専門教育課（課長：杉野剛）
関係課
（課長名）

③施策目標及び 施策目標３－１ 大学などにおける教育研究機能の充実
達成目標 達成目標３－１ー８ 法科大学院をはじめ、各種の専門職大学院における教育内容・

、 。方法の開発・充実等を図り 高度専門職業人の養成を推進する

④事業の概要 法科大学院をはじめとする各種の専門職大学院における特色ある教育内容・方法の開
発・充実等に取り組む教育プロジェクトを選定し、高度専門職業人の養成を推進する。
平成１７年度は、平成１６年度に新たに選定した取組への継続支援とともに、新たに

設置される大学を含め、更なる高度専門職業人養成の推進を図る観点から、新たな公募
を実施する。

⑤予算額及び 平成１７年度概算要求額：２，５００百万円（平成１６年度予算額１，５０５百万円）
事業開始年度 事 業 開 始 年 度：平成１６年度

⑥事業開始時に 本事業は、各大学が設置する法科大学院をはじめとした専門職大学院の教育内容・方
おいて得よう 法の開発・充実等に取り組む教育プロジェクトを国公私立を通じた競争的環境の中で第
とした効果 三者評価により選定し、重点的な財政支援を実施することにより、各専門職大学院にお

ける教育内容の充実のための積極的な取組を促進し、高度専門職業人養成の推進を図る
とともに、もって我が国の国際競争力の強化・向上が図られることを期待している。

⑦得られた効果 平成１６年度の事業については、現在、選定中である。

⑧得ようとする ○専門職大学院における教育内容・方法等の開発・充実に取 ⑨達成年度
効果 り組む教育プロジェクトを選定することにより、各専門職大

学院における教育面での改革に関する取組を一層促進する。 平成２０年度

○国公私立を通じた競争的環境の中で、優れた教育プロジェ
クトを選定し財政支援を実施することにより、大学間での競
争的環境を醸成し、高度専門職業人養成を推進。

⑩必要性 社会経済の大規模な構造変化に伴い、国際的視野と高度な専門職業能力を有し、社会
の各分野において指導的な役割を担うことのできる人材の養成が求められており、大学
に置ける高度専門職業人養成の推進が重要となっている。当事業により、各専門職大学
院において行われる、教育内容・方法の開発・充実等に取り組む優れたプロジェクトを
選定し、重点的な財政支援をすることにより、専門職大学院制度の本格的な展開と、こ
れを通じた高度専門職業人養成を推進する必要がある。
また、法科大学院をはじめとした専門職大学院は、その制度が導入されたばかりであ

り、制度の確実な定着を図いつつ本格的な展開を促進するためには、教育内容・方法に
ついて、一層の充実を図ることが不可欠である。このため、平成１７年度は、平成１６
年度に新たに選定した取組への継続支援とともに、新たに設置される大学を含め、更な
る高度専門職業人養成の推進を図る観点から、新たな教育プロジェクトに対する支援を
行うことが必要である。

⑪効率性 専門職大学院において行われる教育内容・方法の開発・充実等に取り組む優れた教育
プロジェクトを第三者評価により選定し、国公私立を通じた財政支援を行うことで、競
争的環境の整備や資源配分の効率化が図られるとともに、高度専門職業人養成を促進す
ることができる。

⑫ 効果の把握の 本事業に対する応募と選定の状況、各大学により公表される選定された教育プロジェ
有 仕方 クトの取組状況・成果等を通じ把握。

検証の手順 検証の方法としては、外部有識者からなる本事業の選定委員会などで当該事業の成果（ ）
の普及等の観点から事後評価を行うことも検討する。

効
得ようとする 本プログラムは、高度専門職業人養成に特化した教育を行う専門職大学院において行

性 効果の達成見 われる教育内容・方法の開発・充実等に取り組む優れた教育プロジェクトを国公私立を
込みの判断根 通じた競争的環境の中で第三者評価により選定するものである。このような本プログラ
拠 判断基準 ムの趣旨に基づき選定された優れた教育プロジェクトを各大学が適切に遂行されること（ ）

により、高度専門職業人養成の推進につながると判断することが可能。

⑬公平性、優先 本事業は、高度専門職業人養成を推進するに当たって、国公私立の設置形態の別にか
性 かわらず、公平に支援することができるとともに 「経済財政運営と構造改革に関する、



基本方針２００４（平成１６年６月４日閣議決定 」に記載されている「各大学の自主）
的な検討に基づき、専門職大学院の拡充を図り、高度専門職業人材の養成を協力に推進
する 「高等教育の質的向上を図るため ・・・・国公私立を通じた競争原理に基づく」、 、
支援へのシフトを促進する・・・」にも合致しており、特に優先すべき施策である。

⑭備 考 ○本事業は、博士（後期）課程レベルを対象とした「２１世紀ＣＯＥプログラム 、大」
学学部等を対象とした「特色ある大学教育支援プログラム 「現代的教育ニーズ取組」、
支援プログラム」とともに 「国公私立大学を通じた大学教育改革支援」として、高等、
教育の活性化を促進する事業である。
○当事業に関連する審議会からの提言等
・２１世紀の大学像と今後の改革方策について（ 大学審議会答申）H10.10.26
・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化時代に求められる高等教育の在り方について（ 大学審議会答申）H12.11.22
・大学院における高度専門職業人養成について（ 中央教育審議会答申）H14.8.5
・若者自立・挑戦戦略会議「若者自立・挑戦プラン （ ）」 H15.6.10
・５３０万人雇用創出促進チーム「５３０万人雇用創出プログラム （ ）」 H15.6.10
・科学技術・学術審議会人材委員会 第二次提言

「国際競争力向上のための研究人材の養成・確保を目指して （ ）」 H15.6.30
・知的財産推進計画２００４（ ）H16.5.27
・経済財政諮問会議「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 （ ）2004 H16.6.4」



法科大学院等専門職大学院の形成支援

法科大学院

法科大学院等専門職大学院における教育内容・方法の開発・充実等に取り組む
プロジェクトを選定

プロジェクトの内容の例 ○理論=実務架橋型の教育のための教育内容・方法の開発・充実
○社会人の履修への配慮や地域に根差した法曹の養成
○国際交流の推進
○判例・文献等のデータシステム整備や高度なメディアの活用 など

国公私を通じた財政支援

・大学院教育改革の起爆剤の役割が期待される専門職大学院の
充実・強化
・大学院における基礎理論教育と実務教育との架橋

新たな法曹養成制度の
中核的機関

国際的に通用する企業
経営能力の育成拠点

我が国の知的財産戦略
を支える人材養成拠点

研究成果の事業化を戦
略的にマネジメントす
る専門家養成拠点

ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ
知財関連
専門職大学院

技術経営
専門職大学院




